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　現行、役員（取締役、監査役、執行役）の
就任の登記を行う場面では、本人確認資料の
提出は求められていない。また、代表取締役
が辞任の登記をする場面では、辞任届に実印
の押印を求めていない。今回の改正は、この
ような現行制度を悪用し、役員について真実
と異なる登記をした事例があるとの指摘を踏
まえてのものである（図表1参照）。
　具体的には、役員の就任による変更登記の
申請や、株式会社の設立の登記の申請につい
ては、取締役等の本人確認証明書の添付が必
要になる（当該取締役等の印鑑証明書を添付
する場合を除く）。

　本人確認証明書とは、①住民票記載事項証
明書（住民票の写し）、②戸籍の附票、③住
基カード（住所が記載されているもの）のコ
ピー、④運転免許証等のコピーなどが該当す
る。③や④については裏面もコピーし、本人
が「原本と相違がない」と記載して、記名押
印する必要がある。
個人の実印と印鑑証明が必要
　代表取締役や代表執行役の辞任の登記の申
請については、辞任した代表取締役等の個人
の実印による押印及びその印鑑証明書（市区町
村長が作成したもの）又は辞任した代表取締
役等の登記所届出印による押印が必要になる。

　また、商業登記の役員氏名に旧姓の併記が
可能となる（図表2参照）。現在、商業登記簿の
役員欄には、役員の戸籍名のみしか記録され
ていないため、旧姓を使用している者が会社
の役員に就任した場合、実際に使用している
氏名では役員の登記ができず、社会活動上の

不便が生じているとの指摘が寄せられていた。
　具体的には、設立の登記の申請、清算人の
登記の申請、役員（取締役、監査役、執行
役、会計参与若しくは会計監査人）又は清算
人の就任による変更の登記の申請、役員又は
清算人の氏の変更の登記の申請については、

　商業登記規則等の一部を改正する省令（法務省令第5号）が2月3日に公布されたことによ
り、役員の就任や代表取締役等の辞任の登記の際の添付書面が改正される。役員の就任の登
記の際には住民票等の本人確認証明書の添付が義務付けられる。また、株式会社の設立代表
取締役が知らない間に辞任の登記が行われるケースなどを防止するため、辞任の際には代表
取締役の実印の押印などを求める。そのほか、商業登記の役員氏名に旧制の併記が可能とな
る改正も行われている。これらの見直しは、平成27年2月27日から適用されることになる。
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婚姻前の氏も記録するよう申請と同時に登記
申請人が申し出ることが可能だ。この場合、
戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記録事項証明書
などを添付することになる。
平成27年8月27日までは経過措置
　なお、平成27年8月27日までは、役員等

に関する登記の申請などをしない場合であっ
ても、婚姻前の氏も登記簿に記録することが
できることとされている。ただし、同日以降
は、役員等に関する登記の申請などと同時で
なければ婚姻前の氏の記録の申出をすること
はできないので留意したい。

※1　投資性金融資産〔株式、債券（国債を含む）等の有価証券が主であり、預貯金や住宅といった資産は含まない〕を100億円
以上保有する厚生年金基金・企業年金基金

※2　投資性金融資産を1億円以上保有する個人投資家

さらに見直しへ

Ｂ社はＡ社を
株式交換により
完全子会社化

【図7】 営業権に関する議論は不毛？

寄附？

（簿価500、時価700）

負　債資　産

＜債務超過会社のB/S＞

マイナスの
利益積立金
▲ 500資本金等（100）

（900）

【図2】課税当局が主張した算定方法（裁判所支持）

譲渡損失

（出典：金融庁公表資料に基づき作成）

③自己株式（34万株）

2012年にIFRSを強制適用するか否かを判断

※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）。
※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）
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  固定資産譲渡益 400
譲渡損益調整勘定繰入額 400 譲渡損益調整勘定 400

「1株当たりの利益金額」に加算する必要なし

譲渡損益調整勘定 400 譲渡損益調整勘定戻入額 400

B社

C社
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「1株当たりの利益金額」から控除する
（非経常的な利益に該当）

医療法人
（納税者、原告）

寄附

日本

妻
被 告

子子

⑤R社から納税者への配当
と判断。納税者が無申告
であったため、更正処分。

③不動産の譲渡による譲渡
益課税として、約29万
ユーロを申告納付。

（出典：政府税制調査会）
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①フランス国内の
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②売却代金
　（約120万ユーロ）

※　R社は、パナマ国の法律に基づき設立された法人であり、納税者が唯一の株主である。R社の代表者には、納税者の長女が就任している。
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【図1】納税者が主張した算定方法
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A社はTH税制の
適用除外要件を満
たさず、A社の課
税対象留保金額相
当額を雑所得に算
入する更正処分。

・精密部品等を受注発注形態で
約10社に販売（売上合計は
1億円程度）

・他社が賃借するビルのうち、
机1台分のスペースなどを賃
借して使用

・営業担当者は他社からの派遣
・株主総会はシンガポールで開
催。株主である現地在住役員
のみが参加（納税者は不参加）
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すべきであった。業務委託契約上の説明義
務違反などを認定。1,000万円の賠償命令。

相続税が取得費に加算される
特例（措法39①）を適用せず。

❸

❹❺

❶

❷

貸付金の振替は貸付金の免除
に該当。債務免除は、医療法人
から理事長への「賞与」と認定。
源泉所得税の賦課決定処分等。

特定医療法人の承認を受けること
を目的とした業務委託契約を締結。

医療法人が理事長に対して有する
貸付金を出資差額（営業権）に振り
替える会計処理を提案、実施。

課税リスクの説明がなかった点などに債務不履
行あり。税理士法人を相手に税賠訴訟を提起。

【図表2】適格機関投資家等特例業務（プロ向けファンド）に関する規制の見直し
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【図表1】役員の就任・代表取締役等の辞任の登記の添付書面に関する改正の概要
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平成27年4月1日就任
平成27年4月8日登記

甲→A
自社株式贈与

固定合意

株式価格上昇
甲死亡

【役員の就任】 【代表取締役等（印鑑提出者）の辞任】

（出典：中小企業庁）
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